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適格請求書等保存方式（インボイス制度）開始に関する 

周知等について（協力依頼） 

 

平素から、税務行政に御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。また、数次にわた

りインボイス制度に関する周知等の御協力を賜り、重ねて御礼申し上げます。 

 

間もなく、インボイス制度が開始されます。 

これまで国税当局としては、制度の円滑な開始に向けて、登録要否についての個別相談

や各種説明会・研修会への講師派遣等の対応を行ってまいりました。制度開始後も引き続

き、こうした取組を継続していくこととしています。 

これまで周知の御協力をお願いしてまいりました内容と重複する部分もございますが、

関与先事業者の皆様の準備・対応が円滑に進むよう、各支部及び会員の皆様へ、以下の点

について周知方御協力賜れますと幸いです。 

 

１．中小企業等に向けた支援措置（資料１、資料２、資料３） 

事業者支援策全体の概要（資料１）、各種相談体制・支援策の概要（資料２）、令和５

年度税制改正等による激変緩和・負担軽減策の概要（資料３）をとりまとめております。 

 

なお、インボイス制度に関する各省庁等の相談窓口一覧や、インボイスコールセンタ

ーについては、国税庁ホームページを御覧ください。 

 

  
 

 

 

 

 

おって、インボイス制度への対応に向けたＩＴ導入補助金や持続化補助金の詳細につ

いては、補助金事務局ホームページを御確認ください。 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

〈IT 導入補助金〉 〈小規模事業者持続化補助金〉 

全国商工会連合会 

 

〈小規模事業者持続化補助金〉 

商工会議所地区 

 

〈相談窓口一覧〉 〈インボイスコールセンター〉 



   

２．公正取引委員会の取組（資料４） 

 インボイス制度の実施に向けて、免税事業者と取引先との間で独占禁止法・下請法

上問題となり得る行為について、事業者の法令遵守をお願いしてきたところです。 

 制度の実施に関連して独占禁止法等の違反につながるおそれのある事例を御案内し

ております。関与先事業者に引き続き関係法令が遵守されるよう、周知をお願いいた

します。 

 なお、免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するＱ＆Ａやイン

ボイス制度の実施に関連した注意事例については、公正取引委員会のホームページを

御確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

３．２割特例の適用に当たって 

令和５年度税制改正により措置された、いわゆる２割特例の適用等に関する注意点に

ついては、「インボイス制度において注意すべき事例」等で注意喚起をしてきたところ

ですが、改めて、関与先事業者の適用関係について御確認いただくようお願いいたしま

す。 

  なお、２割特例の適用を受けようとしているにも関わらず適用を受けられないとい

ったことのないよう、「インボイス登録申請書」と「課税事業者選択届出書」を提出し、

インボイス制度開始前から課税事業者となる事業者の方に、注意すべき事項を周知す

るダイレクトメールを送付する予定です。 

関与先事業者の方から相談があった場合には、適用関係の確認などの御対応をお願い

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

４．登録申請書等の様式改訂について 

令和５年 10 月１日から適格請求書発行事業者の登録等に係る以下①～③の様式が④

～⑥の様式に改訂されますので、御留意ください。 

なお、旧様式については令和５年９月 30 日までの間に提出する様式となりますので、

令和５年 10 月１日以降は、ｅ－Ｔａｘでは受け付けることができません。 

また、書面にて旧様式を御提出された場合、内容の確認のために御連絡することもあ

りますので、新様式での御提出をお願いします。 

【令和５年９月 30 日まで使用できるもの】 

① 適格請求書発行事業者の登録申請書（国内事業者用）（第１-⑴号様式） 

② 適格請求書発行事業者の登録申請書（国外事業者用）（第１-⑵号様式） 

③ 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書（第２-⑴号様式） 

〈注意すべき事例〉 

〈インボイス制度関連コーナー〉 



   

 

【令和５年 10 月１日以降使用するもの】 

④ 適格請求書発行事業者の登録申請書（国内事業者用）（第１-⑶号様式） 

⑤ 適格請求書発行事業者の登録申請書（国外事業者用）（第１-⑷号様式） 

⑥ 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書（第２-⑵号様式） 

 

おって、以下⑦～⑩の様式については、令和５年 10 月１日から提出が可能となりま

す。 

⑦ 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書（第３号様式） 

⑧ 適格請求書発行事業者の死亡届出書（第４号様式） 

⑨ 任意組合等の組合員が適格請求書発行事業者でなくなった旨等の届出書（第６号様式） 

⑩ 任意組合等の清算が結了した旨の届出書（第８号様式） 

 

 

 

 

    
 
 
 
    

 

 

  

  
 

 

〈適格請求書発行事業者の申請手続〉 〈消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式 

に関する申請書等の様式の制定について（法令解釈通達）〉 


